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縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
） 

八 

意
見
書
の
記
載
事
項 

 

イ 

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名 

 

ロ 

意
見
書
を
提
出
す
る
理
由 

 

ハ 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見 

九 

意
見
書
の
提
出
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
八
日
ま
で 

十 

意
見
書
の
提
出
方
法 

 

イ 

日
本
語
に
よ
る
こ
と
。 

 

ロ 

持
参
又
は
郵
送
（
令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
消
印
有
効
） 

十
一 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所
（
郵
便
番
号
三
四
五―
〇
〇
二
五 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸

町
清
地
五
丁
目
四
番
十
号
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
四
号 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日

高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
事
業
武
蔵
高
萩
駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た

旨
の
届
出
が
あ
つ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  令和６年度無線ＬＡＮ環境構築・運用管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部ＩＣＴ教育推進課企画・総合調整担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年８月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７番２号ＪＰタ

ワー 

５ 落札金額 

  131,546,602円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年７月26日 



告 
 

示 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

奥 
 

 

広 

文 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

国
道 

二 

路 

線 

名 
 

二
百
五
十
四
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
字
下
廣

地
一
一
九
四
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
小
川
字
下
廣
地
一

二
二
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
三
・
三
二
～
一
四
・
九
〇 

一
一
・
四
九
～
一
四
・
八
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

九
六
・
九
五 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
施
行
承
認
工
事
に
よ
る
。 

備 
 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
道
路
の
部
分
を
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

荒 

井 

正 

之 

 



 

 

利
根
川
自
転
車
道
線 

路 
 

線 
 

名 

久
喜
市
栗
橋
北
二
丁
目
一
九
番
地
先
か
ら
同

市
栗
橋
北
二
丁
目
二
〇
番
地
先
ま
で 

指 

定 

す 

る 

道 

路 

の 

部 

分 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

指 

定 

の 

期 

日 

国
の
首
都
圏
氾
濫
区
域
堤
防
強
化
対
策
工
事
に

よ
る
。 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
四
日
第
十
二
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し

た
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

頭 

秀 

和 
 

 
 



 

第
四
号 

取

消

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し

に
係
る
道
路
の

種

類 

令
和
六
年
十
月
二

十
九
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
二
ノ
宮
字
西
塚
原
百
四
番

四
、
百
五
番
五
、
百
五
番
六 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

七
十
八
・
一
一 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
二
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
七
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
六
年
十
二
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 
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